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資料３１ 

 

被害認定統一基準 
 

 

被 害 種 類 被害認定統一基準（S43.6.14 内閣総理大臣官房審議室長通知） 

死 者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または死体を確認する

ことができないが死亡したことが確実なものとする。 

 行 方 不 明 者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるものとする。 

重 傷 者 

軽 傷 者 

災害のため負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のあるもののう

ち、「重傷者」とは、１月以上の治療を要する見込みのものとし、「軽

傷者」とは１月未満で治癒できる見込みのものとする。 

住 家 
現実に住家のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるか

どうかを問わない。 

非 住 家 

住家以外の建築物をいうものとする。なお、官公署、学校、病院、公民

館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に、常時、人

が居住している場合には、当該部分は住家とする。 

住 家 の 

全 壊 

全 焼 

前 流 失 

住家が滅失したもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失し

た部分の床面積がその住家の延床面積の７０％以上に達した程度のも

の、または住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の５０％以上に

達した程度のものとする。 

戸数ならびに世帯数及び人員を報告する。なお、住家被害戸数について

は「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物または

完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 

住 家 の 

半 壊 

半 焼 

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

で、具体的には損壊部分がその住家の延床面積の２０％以上７０％未満

のもの、または住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の２０％以

上５０％未満のものとする。 

戸数ならびに世帯数及び人員を報告する。なお、住家被害戸数について

は「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物または

完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 

 


